
令和８年１月５日から受給者証の様式が変更になります。 

 

令和８年１月５日から、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律へ

の対応に伴い、自立支援医療受給者証（更生医療）の様式が変更されます。 

なお、既に交付されている受給者証は、有効期限までご利用できます。 

新しい様式の受給者証は、令和８年１月５日以降の受給者証の更新・変更の 

タイミングで交付されます。 

 

主な変更点 

自立支援医療（更生医療）受給者証 

・Ａ４サイズの用紙に、両面１枚刷りで交付します。 

※上記のほか、レイアウトや一部表記に変更があります。 

 


